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古河ライフサービス

1 旅券残存期間の確認　※注意喚起※

旅券残存期間は、滞在期間や入国目的等によって国ごとに異なりますが、
おおよそ3～6ヶ月以上が必要とされております。渡航先国に要求されてい
る旅券残存期間が不足している場合、搭乗拒否、入国拒否となる可能性
がございますので、ご出発前に必ずご確認くださいませ。

外務省　HP

2 パスポートについて（ESTA、ETAの注意喚起）

米国大使館　ESTA公式サイト
カナダ大使館　Eta公式サイト

3 査証について

日本国旅券の所有者は170を超える国・地域に対して、無査証で入国する
ことができます。但し無査証での入国が許可されている国・地域であって
も、渡航目的や滞在期間、その他各国の定める規定により査証が必要とな
る場合もございます。ご渡航前にご確認くださいませ。

4 出入国カードの書き方について

海外渡航の際の出入国カードは、機内等で無料配布されます。記入方法
については右記のURLのサイトをご参考にしてください。

JAL HP：各国出入国書類の書き方

5 空港へのアクセス、航空会社離発着情報

羽田空港　HP
成田空港　HP
中部国際空港　HP
関西国際空港　HP

6 海外安全情報

ご渡航前に、外務省の海外安全HPより、現地情報をご確認ください。 外務省　海外安全 HP

7 海外検疫確認

感染症等の情報につきましては、厚生労働省のHPをご覧ください。 厚生労働省　HP

米国またはカナダへ無査証で入国または乗継される際は、それぞれ
ESTA、eTAの申請が必要となります。申請は同国大使館HPより手続き可
能となっておりますので、該当される方は事前にご確認をお願いいたしま
す。

空港へのアクセスやフライトの李発着状況につきましては、右記の各空港
HPをご確認くださいませ。

～　海外渡航に関する注意喚起、参考情報　～

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/pss/page22_002273.html
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e1s1
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta/facts-ja.html
https://www.jal.co.jp/tabi/info/ed/
http://www.haneda-airport.jp/inter/
https://www.narita-airport.jp/jp
http://www.centrair.jp/
https://www.kansai-airport.or.jp/
https://www.anzen.mofa.go.jp/
http://www.forth.go.jp/

